
  

 

 

 

 

 

 

川路さくら並木愛護会（中島千明 会長）は、竜丘さくら並木愛護会と合同の観桜会を開

催しました。 
 
と き：令和 6 年 3 月 30 日（土）11 時～ 

場 所：かわらんべ前の堤防道路沿い 藤棚の横  

ようす：観桜会は、花のツボミをわずかに付けた染井吉野の  

下で行いました。川路と竜丘の会員が一緒に集う年に 1 回

の大事な事業です。 

共に天竜川右岸で

「桜の名所づくり」や

「自然と調和したまちづくり」に取り組むことを目的に

活動をしています。 

川路さくら並木愛護会で管理をしている桜は、5 種類

です。今年は、散歩の途中にちょっと立ち止まって、こ

の 5 種類の花を見てきてください。それぞれ特徴があり

ますね。桜の木には、昨年役員によって「桜の名札」を取り付けてあるので、花を見て桜

の名前を覚えましょう！ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

健康福祉委員会（市瀬 あつ子 委員長）は昨年実施して好評だっ

た、緩やかなウォーキングを今年も実施しています。 

既に、チェック表が各戸配布されていますので、見てください。 
 

期  間：令和6年４月１日～令和７年２月２８日まで 

ポイント： 

１．ウォーキングコースは自分の好みで決めてOK（距離は自由）！ 

２．チェック表は３カ月ごとに提出！ 

３．１１カ月の間にチェック５０回達成で記念品をもらえます！ 
 

外に一歩出れば、川路には桜がたくさんある

ことを実感します。道沿いに咲く彼岸桜、しだれ桜、里山に咲

くヤマザクラ・・日本には野生種を含めると 100 種類以上の

桜があるそうです。 
 

桜を見ながらのウォーキング！今は最高の季節かもしれま

せんね！ やっぱり、川路っていいね！ 

各戸配布 

『みんなで支える 豊かな川路』の実現！   ２０２４年（令和６年）４月１０日  

川路まちづくり役員会便り 第３１号 

【右岸さくら並木愛護会】観桜会 開催  

【緩やかなウォーキング】実施中
中！ 

淡墨桜

彼岸桜 

染井吉野 

陽光 

神代曙（じんだいあけぼの） 

川路さくら並木愛護会が管理をしている桜です 



 

 

中島良彦会長は、令和６年度川路基本構想推進委員会（委員長：今村 正大 さん）を開催し 

令和５年度川路まちづくり委員会事業総括及び令和６年度事業計画の説明を行いました。 
 
川路基本構想推進委員会って？ 

川路では、2019 年（令和元年）に制定した「川路居住憲章」を基に、2023 年（令和 5

年）3 月に第 2 次川路基本構想を策定しました。 

川路基本構想推進委員会は、第 2 次基本構想実現のためまちづくり委員会に助言をします。 
 
と き：令和 6 年 3 月 30 日（土）午後 6 時～ 

場 所：川路公民館 大会議室 

メンバー： 

 

 

 

 

よ う す： 

中島良彦会長の説明に対し、今村正大委員長から「年度初めに多くの事業計画がされ、実

施できるのか心配をしていたが、説明を聞いてすべての計画が実施されたことに驚きと感謝

でいっぱいです。」との講評がありました。 
 

また、今後について、「天竜川上流河川事務所の所長が代わると聞いたので、今までの所長

との間で築いてきた関係を継続できるように」とアドバイスをいただきました。 
 

防災・減災事業では、天竜川増水時のピーク流量が基準点天竜峡において 5,700 ㎥／s→

5,900 ㎥／s に増加されるが、どのような対応をするのか等、具体的な質問も出ました。 

これは、洪水調整水量増（既存ダム等による洪水調整機能増）にて対応するとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川路基本構想推進委員会】開催 

川路基本構想推進委員会 

・各年度で定める第 2 次基本

構想実現のための事業につい

て、その重要度と継続性を審

議してまちづくり委員会に助

言します。 

2019 年 

（令和元年） 

居住憲章 

策定 

2023 年 

（令和５年） 

基本構想 

策定 

2023 年 

～ 

2032 年 

計画・実施 

審議 

助言 

 

・3 本の柱 ・方針 ・方向性  

第 1 期委員 

 委員長：今村正大さん 副委員長：平沢玲子さん 

 委 員：加藤陽子さん 関島正憲さん 原田重幸さん 牧内幸雄さん 

 小池広志さん 中島寛人さん 藤本正博さん 今村裕治さん 

 幹  事：増田寿匡センター所長   

まちづくり委員会：三役 各委員会委員長 公民館長 

① 令和 5 年度事業計画 

② 令和 6 年度事業計画 

    ・ 

    ・ 

    ・ 

・各年度で行動計画を策定・ 

実施 

 

川路居住憲章 
みんなで支える
豊かな川路 

第 2次川路基本構想 

審議 

助言 

 


